
弾道ミサイル等発射に係るＪアラートが静岡県内に発令された場合の対応 

南の丘学園 袋井市立袋井南中学校 

 

弾道ミサイル等発射に係るＪアラートが発令 
 
 
 

◎「弾道ミサイル落下時の行動について」に基づく避難行動をとる 

登校前（家庭）・出勤前 登下校中・出退勤中 在校中（学校） 
◎自宅待機 
 

◎避難行動 ◎学習活動・部活動を中止 
◎避難行動  
◎残留・保護者引渡し 

・屋外にいる場合は、校舎等の建物内に避難する。 
・屋内にいる場合は、室内を密閉し、できる限り窓から離れる。 
・休校、短縮授業の措置を取る場合はその旨をメールシステムで連絡。市教委にも報告。 
・テレビやラジオ、インターネットや携帯電話等のメディアから情報収集。 

 

【ミサイル通過または落下後】 袋井市または生徒の活動場所に影響がある場合 

◎生命の安全を最優先し、避難行動 
◎屋外にいる場合は、口と鼻をハンカチ等で覆い、密閉性の高い屋内または風上へ避難 
・自治体等から指示があった場合は、指示に従って避難行動。  
・引き続き、メディアから情報収集。 
・保護者へは、学校からのメール等によって、今後の対応について連絡する。 

 

【ミサイル通過または落下後】 袋井市または生徒の活動場所に影響がない場合 

登校前（家庭）・出勤前 登下校中・出退勤中 在校中（学校） 
◎登校・出勤 
 

◎登校・出勤を再開 ◎学習活動・部活動を実施 
 

・同報無線やメディアのニュース等を通して、袋井市または生徒の活動場所に影響がないこ
とが確認できた後で登校・出勤する。 

・不審な物（落下物等）を発見した場合は、決して近寄らず学校や保護者へ報告し、警察・
消防等へ連絡する。 

・引き続き、メディアからの情報収集をする。 
・保護者へは、学校からのメール等によって、今後の対応について連絡する。 

 
※弾道ミサイル等が静岡県周辺に飛来する可能性がある場合には、Ｊアラート（全国瞬時 

警報システム）を使用し、市の同報無線で警報（サイレンとメッセージ）が流れます。 
また、携帯電話等に緊急速報メールが配信されます。 

※（参考）内閣官房 国民保護ポータルサイト ～弾道ミサイル落下時の行動～ 
https://www.kokuminhogo.go.jp/kokuminaction/index.html 
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